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議案第４４号 

佐野市消防団条例の改正について 

佐野市消防団条例の一部を改正する条例を次のように定めます。 

令和５年２月２４日提出 

佐野市長 金 子  裕 

佐野市消防団条例の一部を改正する条例 

佐野市消防団条例（平成１７年佐野市条例第２２３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条第１項中「、副団長」を「及び副団長」に改める。 

第１２条第１号中「当たること」を「当たる心構えを持つこと」に改め、

同条に次の３号を加える。 

(５) 消防長又は消防署長の命のないときは、職務のためであっても、み

だりに建造物その他の物件を毀損しないこと。 

(６) 消防団又は団員の名義をもって寄附の募集又は営利行為をしないこ

と。 

(７) 消防団又は団員の名義をもって政治活動又は他人の訴訟若しくは紛

議に関与しないこと。 

第１３条第２項を同条第３項とし、同条第１項の表以外の部分中「報酬」 

を「年額報酬」に改め、同項の表中 報酬額 を   
 

報酬額（円） に改め、同表団長の項中「２１７,０００円」を 

「２１７,０００」に改め、同条中第１項を第２項とし、同条に第１項とし

て次の１項を加える。 

団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。 

第１３条に次の１項を加える。 

４ 団員が別表の左欄に掲げる活動に従事した場合は、それぞれ中欄に掲げ

る支給単位に応じ、それぞれ当該右欄に定める額を出動報酬として支給す

る。 

第１４条中第１項を削り、第２項を第１項とし、第３項を第２項とし、同

条第４項中「前３項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とする。 

第１５条中「第１３条第２項及び前条第４項」を「第１３条第３項及び前

「 「 

」 

」 
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条第３項」に改める。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第１３条関係） 

区分 支給単位 報酬額（円） 

災害対応 

従事した時間が７時間４５分以上

のとき １日につき 

８,０００ 

従事した時間が７時間４５分未満

のとき １日につき 

４,０００ 

警戒、訓練等 １回につき ２,０００ 

市が主催する

行事等 

１日につき ４,０００ 

備考 

１ 災害対応の場合であって、同一の事由による活動が２日以上にわた

るときは、当該活動に従事した時間が７時間４５分未満のときは当該

活動を開始した時刻の属する日と同一の日の活動とし、当該活動に従

事した時間が７時間４５分以上のときは当該時間が７時間４５分を経

過するごとに１日の活動として報酬額を算出する。 

２ 災害対応の場合であって、同一の日に活動が２回以上あったときは、

それぞれの従事した時間の合計により報酬額を算出する。 

３ 災害対応を除く場合であって、同一の日に活動が２回以上あったと

きは、当該活動ごとに報酬額を算出し、その合計額を支給する。ただ

し、１日につき４,０００円を上限とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の佐野市消防団条例の規定は、この条例の施行の

日以後に支給すべき事由が生ずる報酬及び費用弁償について適用し、同日

前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例
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による。 

 

 

理 由 

  佐野市消防団員の遵守事項、報酬及び費用弁償を改めるため、本条例を

改正したいので提案するものです。 
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議案第４４号参考資料 

佐野市消防団条例の改正案 新旧対照表 

現       行 改   正   案 

（団長等の任期） （団長等の任期） 

第６条 団長、副団長（支団長及び副支団長をいう。以下同じ。）（以下「団長等」とい

う。）の任期は、２年とする。ただし、補欠の団長等の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

第６条 団長及び副団長（支団長及び副支団長をいう。以下同じ。）（以下「団長等」と

いう。）の任期は、２年とする。ただし、補欠の団長等の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（遵守事項） （遵守事項） 

第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。 第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。 

(１) 常に水火災その他の災害の予防及び警戒に留意し、災害に際しては全力を挙げて

これに当たること。 

(１) 常に水火災その他の災害の予防及び警戒に留意し、災害に際しては全力を挙げて

これに当たる心構えを持つこと。 

(２)～(４) （略） (２)～(４) （略） 

 (５) 消防長又は消防署長の命のないときは、職務のためであっても、みだりに建造物

その他の物件を毀損しないこと。 

 (６) 消防団又は団員の名義をもって寄附の募集又は営利行為をしないこと。 

 (７) 消防団又は団員の名義をもって政治活動又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しな

いこと。 

（報酬） （報酬） 

 第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。 

第13条 団員には、次に定める報酬を支給する。 ２ 団員には、次に定める年額報酬を支給する。 

職 基礎 報酬額 

団長 年額 217,000円 

（略） （略） （略） 
 

職 基礎 報酬額（円） 

団長 年額 217,000 

（略） （略） （略） 
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２ （略） ３ （略） 

 ４ 団員が別表の左欄に掲げる活動に従事した場合は、それぞれ中欄に掲げる支給単位に

応じ、それぞれ当該右欄に定める額を出動報酬として支給する。 

（費用弁償） （費用弁償） 

第14条 団員が、水火災その他災害、警戒又は訓練の職務に従事したときは、１回につき

2,350円を費用弁償として支給する。 

 

２ （略） 第14条 （略） 

３ （略） ２ （略） 

４ 前３項の規定による費用弁償は、市長が必要と認めるときは、支給することができ

る。 

３ 前２項の規定による費用弁償は、市長が必要と認めるときは、支給することができ

る。 

（支給方法） （支給方法） 

第15条 第13条第２項及び前条第４項に規定するもののほか、報酬及び費用弁償の支給方

法については、佐野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

（平成17年佐野市条例第46号）の例による。 

第15条 第13条第３項及び前条第３項に規定するもののほか、報酬及び費用弁償の支給方

法については、佐野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

（平成17年佐野市条例第46号）の例による。 

（新設） 別表（第13条関係） 

 区分 支給単位 報酬額（円） 

災害対応 

従事した時間が７時間45分以上のとき １日

につき 

8,000 

従事した時間が７時間45分未満のとき １日

につき 

4,000 

警戒、訓練等 １回につき 2,000 

市が主催する行

事等 

１日につき 4,000 

 



3 

 備考 

１ 災害対応の場合であって、同一の事由による活動が２日以上にわたるときは、当該

活動に従事した時間が７時間45分未満のときは当該活動を開始した時刻の属する日と

同一の日の活動とし、当該活動に従事した時間が７時間45分以上のときは当該時間が

７時間45分を経過するごとに１日の活動として報酬額を算出する。 

２ 災害対応の場合であって、同一の日に活動が２回以上あったときは、それぞれの従

事した時間の合計により報酬額を算出する。 

３ 災害対応を除く場合であって、同一の日に活動が２回以上あったときは、当該活動

ごとに報酬額を算出し、その合計額を支給する。ただし、１日につき4,000円を上限

とする。 
  

 


